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安曇野市高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画の策定について 

 

１ 計画の根拠 

 本計画は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８に基づく「市町村老人福祉

計画」及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条に基づく「市町村介護保険事業計

画」を、３年間に１度、高齢者の福祉及び介護に関する総合的な計画として一体的に策定す

る。 

 

２ 計画の期間 

第 10 期：令和９年度～令和 11 年度 

 

３ 高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画の位置づけ 

第９期介護保険事業計画同様に、当市のまちづくりの基本となる「安曇野市総合計画」、地

域福祉の将来像を示した「安曇野市地域福祉計画」、健康づくりの指針である「安曇野市健康

づくり計画」等の計画との調和を図るとともに、長野県高齢者プラン（第 10 期介護保険事業

支援計画）等も踏まえて策定する。 

 また、当計画は認知症基本法に基づく「市町村認知症施策推進計画」を兼ねて策定する。 

 

○位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料５ 
介護保険等運営協議会 

令和７年 11 月６日開催 
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４ 令和７年度における計画策定に向けた取組 

 

（１）各種調査の実施 

  計画策定のための分析、準備として、以下の調査の実施をする。 

  

  名称 内容 対象者 実施時期予定 

高齢者実態調査 

（居宅要介護・要支援認

定者分） 

高齢者の生活実態や介護サービ

スの利用に対する意向を調査す

るとともに、家族介護者の意識、

実態等を把握する。 

2,000 名 11 月下旬から 12

月下旬 

高齢者実態調査 

（元気高齢者分） 

高齢者の生活実態や介護に関す

る意識等を調査する。 

1,000 名 11 月下旬から 12

月下旬 

在宅生活改善調査 現在のサービス利用では、生活の

維持が難しくなっている利用者

の実態を把握し、地域に不足する

介護サービス等を検討する。 

市内居宅介護

支援事業所、

小多機、看多

機事業所 

１月下旬から２月

下旬 

介護サービス参入意向

調査 

計画における介護サービス見込

量及び介護サービス基盤整備の

ために、参入意向を把握する。 

市内で介護サ

ービス事業を

予定している

事業者 

１月下旬から２月

下旬 
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○参考資料  

第 10 期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会（令和７年８月８日書面

開催）より抜粋 

 

 

 


